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ゆうちょ銀行各支店及び銀行代理業務を行う郵便局（東北６県内）

　東北６県以外のゆうちょ銀行または郵便局を利用される場合

は、その利用するゆうちょ銀行に対して指定通知書が必要と

なりますので、１回目の納入の際にこのつづりにある指定

通知書を記入のうえ希望するゆうちょ銀行等に提出してください。
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異動があった場合は、すみやかに異動届出書を提出してください。
（届出が遅れたり、提出のない場合は督促状や催告状が出ることがあります。）

令和５

令和６

　勤務先が変わり、その新しい勤務先でも引き続いて特別徴収される

ことを納税者が希望した時には、特別徴収を継続いたします。必ず

新しい勤務先へ連絡し、その上で新たに給与等の支払いをすることに

なった勤務先の名称と所在地、法人番号（個人事業主の場合は不要）

および何月分から徴収していただくことになるか、その他必要な事

項を記入した「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を税務課

まで至急提出してください。
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※総務省のホームページからも内容が確認できます。
　http://soumu.go.jp



令和５

令和５

2 0 2 4



令和５

令和５

2 0 2 4

（表面）

（裏面）

令和

令和

令和

令和

令和

令和

※

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

※

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。

山 形 県 上 山 市 個人市民税
個人県民税 納入済通知書公

市区町村コード 口　　座　　番　　号 加　　入　　者　　名

上　山　市

納入金額(1）　　　　　　　　円指　　　　　定　　　 番　　　 号月別 月分

令和　　　　　年

０　　６　　２　　０　　７　　３

　　納入すべき金額が右の納入
金額 (1）の欄の金額と異なる
ときは、納入金額 (1）の欄を
横線で抹消し、納入金額(2）
の欄に記入して下さい。

納期限 令和　　　 年　　　　月　　　　日

取 り ま と め 局

仙台貯金事務セン タ ー

領
収
日
付
印

上記のとおり通知します。 (受付店→取りまとめ点→上山市保管）

（特別徴収義務者）
住　　所  〒
  又は
住所地
氏　　名
  又は
名　　称 納

，　　　　　，

，　　　　　，

，　　　　　，

，　　　　　，

，　　　　　，

億　　千　　百　　十　　万　　千　　百　 十　　円

納

　　　入

　　　金

　　　額

（2）

給 与 分

退 職
所 得 分

延 滞 金

督 促
手 数 料

合 計 額

一括徴収
分を含む（　　）
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済
通
知
書
の
納
入
金
額
欄
に
￥
記
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５

５

426－00407077
　999-3145
山形県上山市
河崎一丁目１番 10 号
上山企画 株式会社

7

5 7 8

 5 6 1

1 0 0 0 0 0 0 0

2 6 8 0 0

1 7 9 0 0

10

6 077777 73,500  ５

 ５

426－00407077
　999-3145
山形県上山市
河崎一丁目１番 10 号
上山企画 株式会社

7 10

6 077777 73,500  ５

５

426－00407077
　999-3145
山形県上山市
河崎一丁目１番 10 号
上山企画 株式会社

7 10

6 0 0 0 7 7 7 7 7 73,500

法人又は
個人番号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 2

02200－2－960212 02200－2－960212 02200－2－960212
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28

530,000円

納税者本人の合計所得金額 1 千万円未満の場合、生計を
同じくする配偶者の所得金額に応じ控除（早見表参照）。

早見表
参照

【配偶者控除・配偶者特別控除 早 見 表】

配偶者の合計所得金額

市・県民税の控除額

配偶者控除

配偶者特別

控除

納税者の合計所得

950万円超
1,000 万円

以下

900万円超
950万円

以下

900万円
以下

70 歳未満
70 歳以上

48 万円以下
48 万円以下

48 万円超 100 万円以下
100 万円超 105 万円以下
105 万円超 110 万円以下
110 万円超 115 万円以下
115 万円超 120 万円以下
120 万円超 125 万円以下
125 万円超 130 万円以下
130 万円超 133 万円以下

133 万円超

33 万円
38 万円
33 万円
31 万円
26 万円
21 万円
16 万円
11 万円
6 万円
3 万円
0 円

22 万円
26 万円
22 万円
21 万円
18 万円
14 万円
11 万円
8 万円
4 万円
2 万円
0 円

11 万円
13 万円
11 万円
11 万円
9 万円
7 万円
6 万円
4 万円
2 万円
1 万円
0 円

夫と離婚した後婚姻していない者のうち、子以外の扶養
親族を有する者で、前年の合計所得金額が 500 万円以下
であり事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる
者がいない者又は、夫と死別・生死不明者のうち、前年
の合計所得金額が 500 万円以下で、事実上婚姻関係と同
様の事情にあると認められる者がいない者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260,000 円

婚姻歴及び性別に関わらず現に婚姻をしていない者で、生
計を一にする子（他の者の扶養親族である者以外で総所得
金額等の額が48万円以下の者）があり受給者の合計所得金
額が500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にある
と認められる者がいない者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300,000 円

給与所得等を有する者のうち、合計所得金額が75万円以下
で給与所得等以外の所得が10万円以下の者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260,000 円

一般扶養親族（S28.1.2～H12.1.1生/H16.1.2～H19.1.1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　330,000 円

老人扶養親族（S28.1.1以前生）　　　　　　　380,000 円
特定扶養親族（H.12.1.2～H16.1.1生）　　　　450,000 円
同居老親等扶養親族　　　　　　　　　　　　450,000 円

合計所得金額が2,400万円以下　　　　　　　430,000 円
合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下　 290,000 円
合計所得金額が2,450万円超2,500万円以下　 150,000 円
合計所得金額が2,500万円超　　　　　　　　　　　0円

ひとり親控除額

給
与
所
得
控
除

所
得
金
額
調
整
控
除

※

該
当
者
の
み
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市民税 ３／５ 県民税 ２／５

前年中に下記の寄附金を支出した場合
１　都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
２　山形県共同募金会又は日本赤十字社の山
　形県支部に対する寄附金
３　所得税法等に規定される寄附金控除の対象
　のうち、山形県又は上山市の条例で定めるもの

■市県民税控除額（総所得金額の30％上限）
①基本控除額＋②※特例控除額
　①基本控除額＝（寄附金額－2,000円）×10％
　　（市民税6％　県民税4％）
　②特例控除額（市民税3／5　県民税2／5）
　　＝（都道府県・市町村に対する寄附金額
　　　　－2,000円）×下表の割合
※②は上記1の寄附を行った場合のみ適用、
　限度額は個人住民税所得割額の20％

6

　　　　0円～  1,950,000円以下
1,950,001円～  3,300,000円以下
3,300,001円～  6,950,000円以下
6,950,001円～  9,000,000円以下
9,000,001円～18,000,000円以下

18,000,001円～40,000,000円以下
40,000,001円～　　　　　　　　 

84.895％
79.79％
69.58％
66.517％
56.307％
49.16％
44.055％

課税総所得金額から調整控除した金額 割　 合

　前年分の所得税において平成21年から令和７年までの入居に係る住宅借入金等特別
控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金額（前年分の所得税に係る課税総所得
金額等の100分の5に相当する金額（97,500円を限度）を超える場合には、当該金額）に
下欄の割合を乗じた金額
　ただし、居住年が平成26年から令和３年まで（地方税法附則第61条の規定の適用が
ある場合は令和4年まで）であって、特定取得、特別特定取得（特例取得及び特別特例取
得を含む。）又は特例特別特例取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と

「97,500円」を「136,500円」として計算した金額
①前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係る住宅借入金
　等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有
　する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額）
②前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）
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東北６県以外のゆうちょ銀行及び郵便局で新たに特別徴収額を納入されたい場合、

この通知書を希望するゆうちょ銀行または郵便局へ提出してください。
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ください。
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令和

令和

□所在地変更　□送付先変更　□名称変更　□法人成り　□個人事業化　□合併・統合　□廃業・解散　□その他

● 該当する変更理由の□に✓を記入してください。
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特別徴収義務者指定番号

係所在地

住　　所

○　普通徴収納付済額

　　該当者が普通徴収で一部納付している場合に記入してください。

　　注）納期限が過ぎた分は特別徴収できません。（普通徴収納期限：第 1 期…6月30日、第 2 期…8月31日、第 3 期…10 月31 日、第 4 期…令和6 年 1 月31日）

○　特別徴収引去予定月
　　これから特別徴収するにあたり、引去を開始する月を記入してください。税額通知書は毎月末に発送します。
　　提出日が月の初日から20日までは翌月から、それ以降は翌々月から特別徴収ができます。
　　別途徴収開始月の相談はご連絡ください。

○　個人事業主の場合は、個人番号を記載する必要はありません。

１

２

３

４

氏　　名 入社月日
普通徴収

納付済額

特別徴収

引去予定月
生　年　月　日

年　　月　　日
月

月

月

月

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

昭和・平成 期分まで

（　　　　 円）

期分まで

（　　　　 円）

期分まで

（　　　　 円）

期分まで

（　　　　 円）

年　　月　　日

昭和・平成

年　　月　　日

昭和・平成

年　　月　　日

昭和・平成

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

令和　　年　　月　　日

上　山　市　長 様

名　称

フリガナ

担

　当

　者
氏　名

電　話 （ 　 　 ）

次の者について特別徴収を希望するので届出します。

特別徴収新規該当者届（控用）

法人番号

（   　月  　日納期分）

（   　月  　日納期分）

（   　月  　日納期分）

（   　月  　日納期分）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

新-1



特別徴収義務者指定番号

係所在地

住　　所

○　普通徴収納付済額

　　該当者が普通徴収で一部納付している場合に記入してください。

　　注）納期限が過ぎた分は特別徴収できません。（普通徴収納期限：第 1 期…6月30日、第 2 期…8月31日、第 3 期…10 月31 日、第 4 期…令和6 年 1 月31日）

○　特別徴収引去予定月
　　これから特別徴収するにあたり、引去を開始する月を記入してください。税額通知書は毎月末に発送します。
　　提出日が月の初日から20日までは翌月から、それ以降は翌々月から特別徴収ができます。
　　別途徴収開始月の相談はご連絡ください。

○　個人事業主の場合は、個人番号を記載する必要はありません。

１

２

３

４

氏　　名 入社月日
普通徴収

納付済額

特別徴収

引去予定月
生　年　月　日

年　　月　　日
月

月

月

月

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

昭和・平成 期分まで

（　　　　 円）

期分まで

（　　　　 円）

期分まで

（　　　　 円）

期分まで

（　　　　 円）

年　　月　　日

昭和・平成

年　　月　　日

昭和・平成

年　　月　　日

昭和・平成

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

令和　　年　　月　　日

上　山　市　長 様

名　称

フリガナ

担

　当

　者
氏　名

電　話 （ 　 　 ）

次の者について特別徴収を希望するので届出します。

特別徴収新規該当者届（控用）

法人番号

（   　月  　日納期分）

（   　月  　日納期分）

（   　月  　日納期分）

（   　月  　日納期分）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

新-2



特別徴収義務者指定番号

係所在地

住　　所

１

２

３

４

氏　　名 入社月日
普通徴収

納付済額

特別徴収
生　年　月　日

年　　月　　日

昭和・平成

年　　月　　日

昭和・平成

年　　月　　日

昭和・平成

年　　月　　日

昭和・平成

年　　月　　日

期分まで

（　　　　 円）

期分まで

（　　　　 円）

期分まで

（　　　　 円）

期分まで

（　　　　 円）

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

令和　　年　　月　　日

上　山　市　長 様

担

　当

　者
氏　名

電　話 （ 　 　 ）

次の者について特別徴収を希望するので届出します。

特別徴収新規該当者届（提出用）

理　
処 宛名番号 地区 世帯番号 指定番号 入力 備考

名　称

フリガナ

法人番号

引去予定月

月

月

月

月

（   　月  　日納期分）

（   　月  　日納期分）

（   　月  　日納期分）

（   　月  　日納期分）

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ



◎　この用紙が足りない場合は、コピーまたは上山市ホームページよりダウンロードしてください。

◎　給与所得者異動届出書は、感圧紙で２部複写になっています。カーボン紙は不要ですが、必ず下敷きを使用
　　してください。

◎　平成29年1月1日以降に給与の支払いを受けなくなった方の届出についてはマイナンバーの記載が必要となり
　　ます。
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〒999-3192

山形県上山市河崎一丁目１番１０号

１. 特別徴収継続の場合　　新しい勤務先へ連絡してから記入してください。

２. 一括徴収の場合

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２. 令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３. 死亡による退職であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

左記の一括徴収した税額は、

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）で

月　　　日 円

理
　
由

３. 普通徴収の場合

理
　
由

※

市
町
村
記
入
欄

上　山　市　長　 様

令和　　　年　　月　　　日提出

給
与
支
払
者

特
別
徴
収

義
務
者 氏名又は名称

氏　名

生年月日 年　　　　月　　　　日

円

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

（ア）－（イ）
徴収済額

（ウ）

未徴収税額
異 　 動
年 月 日

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月まで

月から

月まで 右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

１.　退　　　　　　　　職
２.　転　　　　　　　　勤
３.　休 　職　・　長　 欠
４.　死　　　　　　　　亡
５.　支 払 少 額・不 定 期
６.　合　併　・　解　散
７.　そ　　　の　　　他

１.　特別徴収継続

２.　一　括　徴　収

３.　普　通　徴　収
　　 （ 本 人 納 付 ）

年

月

日円

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年 度 １.　現年度　　２.　新年度　　３.　両年度

フリガナ

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載

所　在　地

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

個人番号
又は法人番号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話 内線（　　　  　）

連

絡

先

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

新
し
い
勤
務
先

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新規

内線（ 　　　　）

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

（新しい勤務先へ必ず連絡してください）

受給者番号

納入書の要否 １. 必要　２. 不要
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入

法 人 番 号

氏名又は名称

フリガナ

〒

〒

事由・理由

給与支払報告書
特 　別 　徴 　収

にかかる給与所得者異動届出書　（控用）
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〒999-3192

山形県上山市河崎一丁目１番１０号

１. 特別徴収継続の場合　　新しい勤務先へ連絡してから記入してください。

２. 一括徴収の場合

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２. 令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３. 死亡による退職であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

左記の一括徴収した税額は、

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）で

月　　　日 円

理
　
由

３. 普通徴収の場合

理
　
由

※

市
町
村
記
入
欄

上　山　市　長　 様

令和　　　年　　月　　　日提出

給
与
支
払
者

特
別
徴
収

義
務
者 氏名又は名称

氏　名

生年月日 年　　　　月　　　　日

円

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

（ア）－（イ）
徴収済額

（ウ）

未徴収税額
異 　 動
年 月 日

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月まで

月から

月まで 右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

１.　退　　　　　　　　職
２.　転　　　　　　　　勤
３.　休 　職　・　長　 欠
４.　死　　　　　　　　亡
５.　支 払 少 額・不 定 期
６.　合　併　・　解　散
７.　そ　　　の　　　他

１.　特別徴収継続

２.　一　括　徴　収

３.　普　通　徴　収
　　 （ 本 人 納 付 ）

年

月

日円

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年 度 １.　現年度　　２.　新年度　　３.　両年度

フリガナ

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載

所　在　地

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

個人番号
又は法人番号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話 内線（　　　  　）

連

絡

先

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

新
し
い
勤
務
先

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新規

内線（ 　　　　）

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

（新しい勤務先へ必ず連絡してください）

受給者番号

納入書の要否 １. 必要　２. 不要
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入

法 人 番 号

氏名又は名称

フリガナ

〒

〒

事由・理由

給与支払報告書
特 　別 　徴 　収

にかかる給与所得者異動届出書　（控用）
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〒999-3192

山形県上山市河崎一丁目１番１０号

１. 特別徴収継続の場合　　新しい勤務先へ連絡してから記入してください。

２. 一括徴収の場合

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２. 令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３. 死亡による退職であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

左記の一括徴収した税額は、

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）で

月　　　日 円

理
　
由

３. 普通徴収の場合

理
　
由

※

市
町
村
記
入
欄

上　山　市　長　 様

令和　　　年　　月　　　日提出

給
与
支
払
者

特
別
徴
収

義
務
者 氏名又は名称

氏　名

生年月日 年　　　　月　　　　日

円

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

（ア）－（イ）
徴収済額

（ウ）

未徴収税額
異 　 動
年 月 日

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月まで

月から

月まで 右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

１.　退　　　　　　　　職
２.　転　　　　　　　　勤
３.　休 　職　・　長　 欠
４.　死　　　　　　　　亡
５.　支 払 少 額・不 定 期
６.　合　併　・　解　散
７.　そ　　　の　　　他

１.　特別徴収継続

２.　一　括　徴　収

３.　普　通　徴　収
　　 （ 本 人 納 付 ）

年

月

日円

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年 度 １.　現年度　　２.　新年度　　３.　両年度

フリガナ

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載

所　在　地

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

個人番号
又は法人番号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話 内線（　　　  　）

連

絡

先

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

新
し
い
勤
務
先

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新規

内線（ 　　　　）

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

（新しい勤務先へ必ず連絡してください）

受給者番号

納入書の要否 １. 必要　２. 不要
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入

法 人 番 号

氏名又は名称

フリガナ

〒

〒

事由・理由

給与支払報告書
特 　別 　徴 　収

にかかる給与所得者異動届出書　（控用）

17



〒999-3192

山形県上山市河崎一丁目１番１０号

１. 特別徴収継続の場合　　新しい勤務先へ連絡してから記入してください。

２. 一括徴収の場合

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２. 令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３. 死亡による退職であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

左記の一括徴収した税額は、

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）で

月　　　日 円

理
　
由

３. 普通徴収の場合

理
　
由

※

市
町
村
記
入
欄

上　山　市　長　 様

令和　　　年　　月　　　日提出

給
与
支
払
者

特
別
徴
収

義
務
者 氏名又は名称

氏　名

生年月日 年　　　　月　　　　日

円

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

（ア）－（イ）
徴収済額

（ウ）

未徴収税額
異 　 動
年 月 日

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月まで

月から

月まで 右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

１.　退　　　　　　　　職
２.　転　　　　　　　　勤
３.　休 　職　・　長　 欠
４.　死　　　　　　　　亡
５.　支 払 少 額・不 定 期
６.　合　併　・　解　散
７.　そ　　　の　　　他

１.　特別徴収継続

２.　一　括　徴　収

３.　普　通　徴　収
　　 （ 本 人 納 付 ）

年

月

日円

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年 度 １.　現年度　　２.　新年度　　３.　両年度

フリガナ

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載

所　在　地

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

個人番号
又は法人番号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話 内線（　　　  　）

連

絡

先

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

新
し
い
勤
務
先

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新規

内線（ 　　　　）

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

（新しい勤務先へ必ず連絡してください）

受給者番号

納入書の要否 １. 必要　２. 不要
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入

法 人 番 号

氏名又は名称

フリガナ

〒

〒

事由・理由

給与支払報告書
特 　別 　徴 　収

にかかる給与所得者異動届出書　（控用）

異-1



〒999-3192

山形県上山市河崎一丁目１番１０号

１. 特別徴収継続の場合　　新しい勤務先へ連絡してから記入してください。

２. 一括徴収の場合

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２. 令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３. 死亡による退職であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

左記の一括徴収した税額は、

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）で

月　　　日 円

理
　
由

３. 普通徴収の場合

理
　
由

※

市
町
村
記
入
欄

上　山　市　長　 様

令和　　　年　　月　　　日提出

給
与
支
払
者

特
別
徴
収

義
務
者 氏名又は名称

氏　名

生年月日 年　　　　月　　　　日

円

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

（ア）－（イ）
徴収済額

（ウ）

未徴収税額
異 　 動
年 月 日

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月まで

月から

月まで 右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

１.　退　　　　　　　　職
２.　転　　　　　　　　勤
３.　休 　職　・　長　 欠
４.　死　　　　　　　　亡
５.　支 払 少 額・不 定 期
６.　合　併　・　解　散
７.　そ　　　の　　　他

１.　特別徴収継続

２.　一　括　徴　収

３.　普　通　徴　収
　　 （ 本 人 納 付 ）

年

月

日円

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年 度 １.　現年度　　２.　新年度　　３.　両年度

フリガナ

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載

所　在　地

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

個人番号
又は法人番号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話 内線（　　　  　）

連

絡

先

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

新
し
い
勤
務
先

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新規

内線（ 　　　　）

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

（新しい勤務先へ必ず連絡してください）

受給者番号

納入書の要否 １. 必要　２. 不要
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入

法 人 番 号

氏名又は名称

フリガナ

〒

〒

事由・理由

給与支払報告書
特 　別 　徴 　収

にかかる給与所得者異動届出書　（控用）

異-2



〒999-3192

山形県上山市河崎一丁目１番１０号

１. 特別徴収継続の場合　　新しい勤務先へ連絡してから記入してください。

２. 一括徴収の場合

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２. 令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３. 死亡による退職であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

左記の一括徴収した税額は、

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）で

月　　　日 円

理
　
由

３. 普通徴収の場合

理
　
由

※

市
町
村
記
入
欄

上　山　市　長　 様

令和　　　年　　月　　　日提出

給
与
支
払
者

特
別
徴
収

義
務
者 氏名又は名称

氏　名

生年月日 年　　　　月　　　　日

円

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

（ア）－（イ）
徴収済額

（ウ）

未徴収税額
異 　 動
年 月 日

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月まで

月から

月まで 右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

１.　退　　　　　　　　職
２.　転　　　　　　　　勤
３.　休 　職　・　長　 欠
４.　死　　　　　　　　亡
５.　支 払 少 額・不 定 期
６.　合　併　・　解　散
７.　そ　　　の　　　他

１.　特別徴収継続

２.　一　括　徴　収

３.　普　通　徴　収
　　 （ 本 人 納 付 ）

年

月

日円

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年 度 １.　現年度　　２.　新年度　　３.　両年度

フリガナ

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載

所　在　地

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

個人番号
又は法人番号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話 内線（　　　  　）

連

絡

先

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

新
し
い
勤
務
先

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新規

内線（ 　　　　）

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

（新しい勤務先へ必ず連絡してください）

受給者番号

納入書の要否 １. 必要　２. 不要
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入

法 人 番 号

氏名又は名称

フリガナ

〒

〒

事由・理由

給与支払報告書
特 　別 　徴 　収

にかかる給与所得者異動届出書　（控用）

異-3



〒999-3192

山形県上山市河崎一丁目１番１０号

１. 特別徴収継続の場合　　新しい勤務先へ連絡してから記入してください。

２. 一括徴収の場合

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２. 令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３. 死亡による退職であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

左記の一括徴収した税額は、

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）で

月　　　日 円

理
　
由

３. 普通徴収の場合

理
　
由

※

市
町
村
記
入
欄

上　山　市　長　 様

令和　　　年　　月　　　日提出

給
与
支
払
者

特
別
徴
収

義
務
者 氏名又は名称

氏　名

生年月日 年　　　　月　　　　日

円

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

（ア）－（イ）
徴収済額

（ウ）

未徴収税額
異 　 動
年 月 日

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月まで

月から

月まで 右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

１.　退　　　　　　　　職
２.　転　　　　　　　　勤
３.　休 　職　・　長　 欠
４.　死　　　　　　　　亡
５.　支 払 少 額・不 定 期
６.　合　併　・　解　散
７.　そ　　　の　　　他

１.　特別徴収継続

２.　一　括　徴　収

３.　普　通　徴　収
　　 （ 本 人 納 付 ）

年

月

日円

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年 度 １.　現年度　　２.　新年度　　３.　両年度

フリガナ

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載

所　在　地

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

個人番号
又は法人番号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話 内線（　　　  　）

連

絡

先

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

新
し
い
勤
務
先

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新規

内線（ 　　　　）

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

（新しい勤務先へ必ず連絡してください）

受給者番号

納入書の要否 １. 必要　２. 不要
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入

法 人 番 号

氏名又は名称

フリガナ

〒

〒

事由・理由

給与支払報告書
特 　別 　徴 　収

にかかる給与所得者異動届出書　（控用）

異-4



〒999-3192

山形県上山市河崎一丁目１番１０号

１. 特別徴収継続の場合　　新しい勤務先へ連絡してから記入してください。

２. 一括徴収の場合

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２. 令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３. 死亡による退職であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

左記の一括徴収した税額は、

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）で

月　　　日 円

理
　
由

３. 普通徴収の場合

理
　
由

※

市
町
村
記
入
欄

上　山　市　長　 様

令和　　　年　　月　　　日提出

給
与
支
払
者

特
別
徴
収

義
務
者 氏名又は名称

氏　名

生年月日 年　　　　月　　　　日

円

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

（ア）－（イ）
徴収済額

（ウ）

未徴収税額
異 　 動
年 月 日

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月まで

月から

月まで 右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

１.　退　　　　　　　　職
２.　転　　　　　　　　勤
３.　休 　職　・　長　 欠
４.　死　　　　　　　　亡
５.　支 払 少 額・不 定 期
６.　合　併　・　解　散
７.　そ　　　の　　　他

１.　特別徴収継続

２.　一　括　徴　収

３.　普　通　徴　収
　　 （ 本 人 納 付 ）

年

月

日円

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年 度 １.　現年度　　２.　新年度　　３.　両年度

フリガナ

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載

所　在　地

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

個人番号
又は法人番号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話 内線（　　　  　）

連

絡

先

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

新
し
い
勤
務
先

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新規

内線（ 　　　　）

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

（新しい勤務先へ必ず連絡してください）

受給者番号

納入書の要否 １. 必要　２. 不要
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入

法 人 番 号

氏名又は名称

フリガナ

〒

〒

事由・理由

給与支払報告書
特 　別 　徴 　収

にかかる給与所得者異動届出書　（控用）

異-5



〒999-3192

山形県上山市河崎一丁目１番１０号

１. 特別徴収継続の場合　　新しい勤務先へ連絡してから記入してください。

２. 一括徴収の場合

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２. 異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

１. 異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２. 令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３. 死亡による退職であるため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

左記の一括徴収した税額は、

納入します。

月分（翌月10日納入期限分）で

月　　　日 円

理
　
由

３. 普通徴収の場合

理
　
由

※

市
町
村
記
入
欄

上　山　市　長　 様

令和　　　年　　月　　　日提出

給
与
支
払
者

特
別
徴
収

義
務
者 氏名又は名称

氏　名

生年月日 年　　　　月　　　　日

円

（ア）

特別徴収税額
（年税額）

（イ）

（ア）－（イ）
徴収済額

（ウ）

未徴収税額
異 　 動
年 月 日

異 動 の 事 由
異 動 後 の 未 徴 収

税 額 の 徴 収 方 法

円

月から

月まで

月から

月まで 右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

１.　退　　　　　　　　職
２.　転　　　　　　　　勤
３.　休 　職　・　長　 欠
４.　死　　　　　　　　亡
５.　支 払 少 額・不 定 期
６.　合　併　・　解　散
７.　そ　　　の　　　他

１.　特別徴収継続

２.　一　括　徴　収

３.　普　通　徴　収
　　 （ 本 人 納 付 ）

年

月

日円

個人番号

受給者番号

１月１日
現在の住所

異動後の
住 所

年 度 １.　現年度　　２.　新年度　　３.　両年度

フリガナ

←個人番号の記載に当たっては、
　左端を空欄とし右詰めで記載

所　在　地

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

個人番号
又は法人番号

宛 名 番 号

所 属

氏 名

電 話 内線（　　　  　）

連

絡

先

担

当

者

特別徴収義務者
指 定 番 号

特別徴収義務者
指 定 番 号

所　在　地

新
し
い
勤
務
先

担

当

者

連

絡

先

所

属

氏

名

電

話

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

新規

内線（ 　　　　）

新しい勤務先へは、月割額　　　　　　　円を

月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入するよう連絡済みです。

（新しい勤務先へ必ず連絡してください）

受給者番号

納入書の要否 １. 必要　２. 不要
（新規の場合のみ記載）

右から

番号を

記入

法 人 番 号

氏名又は名称

フリガナ

〒

〒

事由・理由

給与支払報告書
特 　別 　徴 　収

にかかる給与所得者異動届出書　（控用）（提出用）


